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安全なサービス提供の
基本
事故の防止と発生時の対応
事故防止
　事故防止は、事前対応・予防重視で考えます。利用者の生活
の自立を促しながら必要な介護を提供するなかでのリスク発生
の予測は、アセスメントを通して把握し、そのリスクへの対策
を立て、具体的に、いつ、どのような介助や見守りをするのか
計画し、日常のなかで実践します。リスクは、単に利用者の身
体機能的側面だけでなく、心理的側面、環境的側面から把握す
るようにします。とくに在宅は、個別の環境要因による側面が
大きいので、環境調整を含む転倒・転落予防を行います。誤嚥
の予防では、覚醒の程度、食べる姿勢、食べたいという意欲、
の３つが重要です。

事故発生時の対応
　事後対応としての事故対策は、初期対応がすべてを決めます。
　初期対応は、①救命、②安全、③通報、の3つがとくに重要
です。事故発生時には、この3つを、ほぼ同時に、この順位で、
すべてを行う必要があります。
　また、直後の管理行動としては、記録が重要です。事故がお
きると一瞬、頭が真っ白になって記憶が飛んでしまったりしま
す。事故発生時刻（発見時刻）、通報時刻、周囲の状況、本人
の反応、対応した内容など、記憶が鮮明なうちにメモでもよい
ので記録し、後で事故報告書にまとめます。

　事業所等で事故が発生した場合、省令により、事故に至った
経緯の報告（家族への報告・市町村への報告等）を行うことが
定められています。
　以下は事故発生時の対応フロー図です（図1）。
図１▶事故発生時の対応（フロー図）

【基本】

事故内容の確認 第一報に基づき、事故内容の把握（利用者、職
        員、物損、家族、ほか）
         利用者の事故の場合：痛みや外傷の程度、意
                   識レベルなど
         職員の場合：交通事故、第三者行為、自損事
               故、その他
         物損の場合：なにをどの程度壊したのか、な
               にをしていたときか。
         家族の場合：家族のだれに、どのような事故、
               あるいは救急搬送など
その場での指示 把握された内容に基づき、その場での指示をす
        る。
         利用者の場合：蘇

そせい

生術、その場でできるかぎ
                 りのことをする（救急手配な
                ど）。
         職員の場合：交通事故の場合には、自損でも、
               必ず警察に連絡をする。
         物損の場合：危険がないか、取り除く、その  
               他できる範囲のことを指示
         家族の場合：連絡先の確認、医療機関の聴取
               など
その後の対応  その後なにをすべきかを指示する（関係機関連
         絡、ケアマネジャー連絡など）。
         利用者の場合：家族、医療機関などとの連絡
         職員の場合：家族、医療機関などとの連絡
         物損の場合：弁償など、必要であればその価額、
               意向など
         家族の場合：家の施錠など、必要な対応につ
               いて家族の意向確認
上司への報告  必要、適時に「ほう・れん・そう」
              （報告・連絡・相談）

安全なサービス提供の基本

やすい部位がありますし、脳卒中の後遺症で運動まひや感覚ま
ひがあると、食べかすが口腔内に残りやすくなります（図１）。
　口腔ケアの一般的で効果的な方法は、ブラッシング、歯みが
きです。歯と歯の間、歯と歯肉の境は、汚れやすいので丁寧に
注意深くみがきます。スポンジブラシやガーゼ綿棒では歯垢は
除去できませんが、口腔粘膜の清拭に使います。同様にうがい
（含嗽）を行うことで、口腔内を清潔に保つようにします。
　口腔内の観察のポイントは、口臭、歯の状態（残存歯、虫歯
など）、歯肉（腫れているなど）、口腔粘膜（ただれているなど）
などの状態を見ます。食べかすが口の中や歯の間にたまってい
ないか、ことにまひのある人はまひ側にたまりやすくなりま
す。入れ歯と歯肉の間にもたまりやすいので、入れ歯をはずし
てみます。口の中は暗く見えにくいので、必要によってはペン
ライトを使います。
　入れ歯を入れたままにしておくと、細菌が繁殖し、不潔にな
るので流水で洗います。夜は取り外して洗浄剤の入った容器に
浸しておきます。
図１▶口腔内の汚れ

口腔体操
　口唇、舌、頬の筋力を高め巧緻性を高める運動も口腔ケアの
１つです。食事の前に行うと誤嚥防止につながります。また発
音機能を高める役目もあります。
　食事をとる前などにしてみるのも効果的です。
   ①口唇の運動・・・・・・口の開閉、とがらせたり横に引く。
　②舌の運動・・・・・・舌を前後に動かす、左右に出す。
　③頬の運動・・・・・・ふくらませるーすぼめる。
　④かみ合わせの運動・・・・・・カチカチと音を立てて、タッピ　
　　　　　　　　　　　　 ングを行う。
　⑤発音の運動・・・・・・●   唇の運動ー パ、バ、マ行
　　　　　　　      　  舌先の運動ー タ、ダ、ナ、ラ行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舌の奥の運動ー カ、ガ行　　　　　　
　　　　　　　　 　 ●　パタカをくり返す。
　　　　　　　　　  ●　歌を歌う。
　　　　　　　　　  ●　音読する。
図２▶口腔体操

　　生活支援の知識と方法

 訪問介護の介護報酬については、「指定居宅サービスに要する費
用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス及び居宅療養管理指
導に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関
する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成 12年３月
１日付厚生省老人保健福祉局企画課長通知）において、その具体的
な取扱いをお示ししているところであるが、今般、別紙の通り、訪
問介護におけるサービス行為ごとの区分及び個々のサービス行為の
一連の流れを例示したので、訪問介護計画及び居宅サービス計画（ケ
アプラン）を作成する際の参考として活用されたい。
 なお、「サービス準備・記録」は、あくまでも身体介護又は生活
援助サービスを提供する際の事前準備等として行う行為であり、
サービスに要する費用の額の算定にあたっては、この行為だけを
もってして「身体介護」又は「生活援助」の一つの単独行為として
取り扱わないよう留意されたい。
 また、今回示した個々のサービス行為の一連の流れは、あくまで
例示であり、実際に利用者にサービスを提供する際には、当然、利
用者個々人の身体状況や生活実態等に即した取扱いが求められるこ
とを念のため申し添える。

（別紙）
１ 身体介護

 身体介護とは、①利用者の身体に直接接触して行う介助サー
ビス（そのために必要となる準備、後かたづけ等の一連の行為
を含む）、②利用者の日常生活動作能力（ＡＤＬ）や意欲の向
上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービス、③そ
の他専門的知識・技術（介護を要する状態となった要因である
心身の障害や疾病等に伴って必要となる特段の専門的配慮）を
もって行う利用者の日常生活上・社会生活上のためのサービス
をいう。（仮に、介護等を要する状態が解消されたならば不要※

となる行為であるということができる。） 
※ 例えば入浴や整容などの行為そのものは、たとえ介護を要
する状態等が解消されても日常生活上必要な行為であるが、要

訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について

平  成  12  年  3  月  17  日  老  計  第  10  号
各都道府県介護保険     厚生省老人保健福祉局
主管部（局）長 あて    老人福祉計画課長通知〕〔

老計第10号など
関連資料も充実！

高齢者の理解
老化の理解
身体機能の変化と病気、日常生活への影響
　老化は、生理的老化と病的老化に分けられます。
　生理的老化は、加齢に伴いだれにでも必然的におこる機能低
下で、病的老化は、疾病により生じる老化のことです。高齢期
の身体機能低下は、個人差が大きいことが特徴です。また、複
数の臓器が複雑に関係しながら機能低下していくことも特徴で
す。

精神的機能の変化と病気、日常生活への影響
　高齢になると、精神的な変化も目立つようになります。
①　性格・感情の変化
　　年をとるとともに考え方の柔軟性が乏しくなり頑固になり
　がちで、保守的傾向が強くなります。自分の考えを押しとお
　す人も多く、他人に対しては厳しく、疑い深くなるといわれ
　ています。一方、おおらかでやさしい性格がいっそう目立つ
　人もいます。
　　病気や死に対する不安から自分自身の健康状態への関心が
　異常に高まり、わずかの症状をおおげさに表現したりします。
　　一般的に、年と共に複数の疾患をもつことが多くなり、疾患
　によってさまざまな心理的な変化をおこす場合があります。
　　高齢者の性格や感情面の変化に直面しても、介護職はそれ
　を自然のこと、やむを得ないこととして受けとめることが大
　切です。ケアする側もあえて鈍感になり、穏やかに接するこ

　とがないと高齢者の反応が険しくなることがあるので気をつ
　けましょう。
②　適応能力の変化
　　高齢者は環境の変化に敏感で、過剰に反応します。たとえ
　ば、入院時にせん妄といった症状がおこりやすくなります。
　新しいことに関心をもつことがおっくうになったりします。
　一方、好奇心旺盛な人、新しいことに取り組むことが好きな
　人もいます。

認知症の理解
認知症に伴う心理症状
　認知症に伴う心理症状は、認知機能の低下という障害をもっ
た人の、環境に対する、その人なりの人格の反応様態と考えら
れています。代表的な症状として次のものがあります（表１）。
表１▶認知症に伴う心理症状の代表例

①物盗られ妄想

元来、世話好きで面倒見のよかった高齢者が、認
知症の進展とともに，対人交流が狭

せば

まり、行動範
囲も制限され、面倒をみられる側になっていく過
程で訴える。

②人物誤認
未知の人を知人と誤認したり、反対に肉親や知人
を知らない人だといったりする症状で、替え玉妄
想ともいわれる。

③夕暮れ症候群 日没ころの時間帯（ときには夜間）に精神状態が
目立って悪化すること。

④作 話
記憶の欠損をつくり話で埋めている、あるいは当
惑や空想からつくり話が生じるなどさまざまな見
解がある。

⑤鏡現象 鏡に映る自分と話をしたり、物を手渡そうとする
など自己の鏡像との交流をもとうとする現象

⑥偽対話

相手に質問したり、これに答えたりする声の抑揚
など、ただ会話の外面的な形式が残されているの
みで、まったく意味がないか、あるいはほとんど
意味内容の失われた会話

高齢者の理解

身につけたい
知識が満載！

生活支援の知識と方法
利用者の状態像に応じた支援の視点

　要介護等区分と生活状態のめやすを、表１にまとめました。
　介護職は、要介護度等に応じた在宅・施設等それぞれの場面
における高齢者の生活を支援します。そのためには、要介護度
などを参考に高齢者の生活の様子をイメージして、介護予防の
視点、自立支援の視点などを踏まえ、サービスを提供できるこ
とが大切になります。

表１▶要介護等区分から見た利用者の状態像等のめやす

要介護等
区分

状態像のめやす 生活状態

要支援１

日常生活上の基本動作はほ
ぼ自立している。今後、
IADLの介助により要介護状
態となることを予防するた
めの支援を必要とする状態

［社会的支援が必要］
・排せつや食事などは自立
 しているが、IADLに支援
 が必要
・要介護状態は軽度で、支
 援により生活機能が改善
 する可能性がある

要支援２

IADLの介助や部分的な介護
により、介護サービスの提
供で、機能の維持・改善が
見込める状態

要介護１
認知症などにより、部分的
な介助が必要な状態

［部分的介助が必要］
・立ち上がりや歩行が不安定
・排せつや入浴に一部介助

要介護２

立ち上がりや歩行が困難に
なり、排せつや入浴にも一
部介助が必要な状態

［軽度の介護が必要］
・立ち上がりや歩行がやや
 困難
・排せつや入浴は、一部介助

要介護３

立ち上がりや歩行が自力で
はできず、排せつ・入浴・
衣服の着脱などにも介助が
必要な状態

［中等度の介護が必要］
・立ち上がりや歩行が自力
 では困難
・排せつ、入浴、衣服の着
 脱に一部または全介助

要介護４

排せつ・入浴・衣服の着脱
に全面的な介助、食事に一
部介助が必要で、介護なし
に日常生活を営むことが困
難な状態

［重度の介護が必要］
・排せつ、入浴、着がえな
 どの日常生活のほとんど
 に介助が必要

要介護５

全面的な介助がなければ日
常生活がほぼ不可能で、意
思の伝達も困難な状態

［最重度の介護が必要］
・排せつ、衣類の着脱、食
 事など生活すべてに介助
 が必要

注1：要介護等区分における平均的な状態像と日常生活を示しているが、あくまでもめ
  やすであり、区分と個々の身体状態等が一致しない場合がある。
注2：IADL(Instrumental  Activity  of  Daily  Living)は、手段的日常生活動作と訳す。
  ADLを基本にした日常生活上の複雑な動作のこと。具体的には、電話、買物、
  食事の準備、家事、洗濯、乗り物による移動、服薬管理、金銭管理、趣味活動。
  ADLより高次な動作をさす。

　　生活支援の知識と方法

舌も乾燥してきますので、あわせて観察します。

出典：図1に同じ、p185

医学の知識

表１▶体温、呼吸、脈、血圧の正常値
●正常体温
 成 人 36.5～37.0℃  〈測定場所による体温の違い〉成人の場合
 幼 児 37℃        わきの下  36.4℃
 高齢者 36℃        口  腔  37℃
 ＊36℃～37℃を平熱と呼ぶ  肛  門  37.5℃
●正常な呼吸数
 成 人 16～20回／1分間

●正常な脈拍数
 成 人 60～80回／1分間
 ＊高齢者の場合一般的に少  
  なくなる

出典：図1に同じ、p189

●成人における血圧値の分類（mmHg)

    

出典：日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会編集『高血圧治

   療ガイドライン2014』第2章（表2－5）、日本高血圧学会（2014年）より

顔色、皮膚などの全身観察
　血液の循環が良いと皮膚は温かく赤みを帯びています。圧迫
されていると褥瘡になりやすいので、特に骨が当たる部位では
圧迫による局所的な発赤はないか、褥瘡ができていないかを観
察します。皮膚疾患では発疹が見られることが多いので、全身
の皮膚を観察します。
　皮下組織に水がたまると（浮腫）、皮膚は腫れて薄くなり、
圧迫によって凹みができ、その回復に時間がかかります。逆に
水が不足した脱水では、皮膚にしわが寄り、乾燥しています。

分類 収縮期血圧          拡張期血圧
至適血圧  ＜120          かつ      ＜80
正常血圧 120～129   かつ／または   80～84
正常高値血圧 130～139   かつ／または   85～89
Ⅰ度高血圧 140～159   かつ／または   90～99
Ⅱ度高血圧 160～179   かつ／または  100～109
Ⅲ度高血圧  ≧180     かつ／または    ≧110
（孤立性）収縮期高血圧  ≧140         かつ       ＜90
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『高血圧治療ガイド
ライン』改訂も反映！
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